
介護サービス事業者に対する指導監督の概要   



奔言壷サニビえ重要者ゐ指導監査たかかる改産点等  

′ げ平成17年制度改正川代 現行の指導監査（改正後）  従前の指導監査（平成12～17年度）  
／  

言【指定の更新制度】  

；○指定の更新制の創設  
i・指定の効力に有効期間（6年）  

拒否要件の創設  
l  

暮【事後規制の強化】  

ト市町村にも監査権限封寸与  

い立入検査規程を導入  

平成18年度以降】  【指導指針平成12年度以降】  

○集団指導  

‡介革サービろ事業者を集め、講習琴  
lで制度や幸酬請求角練等について朋口  

○書面指導  

・集団指導を強化し、指定制度、事後規制の理解の促進  
（書面指導については全面的に廃止）  

一指定基準遵守の周知徹底   

・介護報酬請求に係る過誤一不正防止  

前年の集団指導に参加しなかったサー  

ビス事業所等を対象に、「主眼事項及び  
着眼点」に基づき、基準の遵守状況等に  
ついて確認  

・利用者の処遇及びサービスの質向上のため、身体拘束  
廃止や虐待の防止等への取組に関する指導強化  
（監査の前置としての実地指導の取り止め）  

（常時実施するよう改正）  

（主眼事項及び着眼点に基づくチェック型の実地指導を廃止しそれに伴う事前資料の  

作成・提出を不要とした）   

■介護報酬の各種加算等について請求の不適正な取り扱  

いの是正  

「改善酷」：  

l  

○実地指導  

施設サービス事業所は2年、居宅サー  
ビス事業所は3年に一度、「主眼事項及  
び着眼点」に基づき、基準の遵守状況及  
び運営状況、並びに報酬請求等の確認  

ー■■■■ ■■－■■・■■ ■■■－1－－■■－′  

【監査指針平成18年度以降】  

○監査  

・法令等に基づき基準の遵守状況確認の徹底  

・市町村への監査権限の付与による、監査体制の強化  
t利用者等からの苦情や通報等に基づき、立入検査等によ  
る機動的な監査を実施  

・不正請求や違反事項に応じた、「改善勧告」「改善命令」  
「指定の効力の一部又は全部停止」「指定取消」の行政処  

分の実施を強化   

【監査指針平成12年度以降】  

○監査   

不正請求や実地指導に従わない事業所   

に対し、監査‡誰十に基づき監査を実施  

監査後の行政処分として、「指定取消」   
を実施  
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監査実施  
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経済財政改革2007（し㈱る骨太め方針≡平成19年6月19日間議決定）に基づく  

介護サ置ビスの質向上に向Iづ七取組について（関係部分抜粋）  

現在までの進捗状況  主な目標・指標   

（略）  ㈲ 9．不正な保険医療機関、介  

護サービス事業者等への  

指導・監査の弓封ヒ  

・広域で事業展開する指定訪  

問介護事業所2，177事業  

所こ対して、監査を艶そ  

の結果、46事業所力学旨定取  

消等となり、これらの事業所  

から約18億円が返還され  

る予定。  

・法令に違反する介誇サービ  

ス事業者を始めとして全て  

の事業者に法令遵守を徹底  

・平成19年度中に広域で事  

業展開する指定訪問介護事  

業所の監査を実施し、平成  

24年度までに営利法人の  

全ての介護サービス事業所  

に対し指導監査を実施  
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介護ヤふビス事業所等に対する実地指導等の状況  

平成13年度  平成14年度  平成15年度  平成16年度  平成17年度  

安納倍達   重商指導  睾地指導   書酎旨導  葵地指導   書面指導  実士㈲旨導   書面指導  実地指導   書面指導  
l 介護保険施設等の区  平成12年度                                 対象数  

か   対象数 （か）  

（所）   所  （か所）  （か所）  （か所）  （か所）  

（か所）  （％）  （か所）  （％）  （％）  （か所）  （％）  （か所）  （％）  （％）  （か所）  （％）  （か所）  （％）  （か所）  （％）  （か所）  （％）   

指定介護老人福祉施設  4，5〔国  2018  44．8  453  10．1  4，736  2．616  55．2  801  16．9  4，960  Z528  51．0  801  16．1  5．169  2．6㍊  52．0  828  16．0  5，409  2，646  48．9  976  18．0  5．361  Z624  48．9  812  15．1   

i介護老人保髄施設 l  ∠，09J  11．726  164．1  1420  115．6  l∠月∠∪  11．8拓  161，8  1538  118．4  l∠，リJOl  l．0／C  157．2  160G  l∠∪・1  lJ，U／U  11・818  「√＼√l lJこJ・∠  1587  1√11 lトロ・l  l「／ヽ■【＝ lJ．∠1J  11・774  154・7  ご1′l lUル  118・8   つト∩／つ∩ lJ・乙乙∪  1「01 l‥し‥  E⊂：つ lリJ・J  1597  10【； llU・）l  i介護老人保髄施設  l（（（〈 ∠，09J  11．726  l〈■」 りq．】  ■420  l．．＿（ lつ．0  l′、．【‖（′、  ∠月∠∪  暮一′、′、． l．dU〇  l（■′ヽ Ol，0  lrnn ∂Jむ  l」rヽノl 】む．∠l  l′ヽ′＼′l′  ∠，リJO  lィハ「ハ l．0／C  lrr′ヽ U／．∠  160Ci  l√l′ヽ■ ∠∪．▲＋  l′1′ヽ「′ヽ J，U／U  ll∩・ln l．O10  l⊂丁＼∩ JこJ．∠  1587  ll′ヽ1 トロ．l  ln‥∩ノl【＝ J．∠1J  11rrノl l．Jノ‘◆  154．7  lご1′l  UlU  118．8  lつト∩／つ∩ J．乙乙∪  11「01 l，JUl  lE⊂：つ ヽル．J  1597  110【；l lU．ヽノ   

指定介護療養型医療施設  3．938  552  14．0  245  6．2  3．917  1．207  30．8  463  11．8  3β85  1，218  30．6  433  10．9  3，887  1，2〔道  30．9  385  9．9  3．771  1，070  28．4  475  12．6  3．355  883  26．3  290  8．6   

施設系サービス小計  11．135  4，2∈裕  38．6  1．118  10，0  11．573  5．628  48．6  1．802  15．6  11．881  5，424  45．7  1月封  15．4  12，126  5．7（冷  47．1  1．細  14．8  12，425  5，4餅）  44．2  2，（裕1  16．6  11．936  5，288  44．3  1．699  14．2   

指定訪問介護事業  12．876  1，721  13．4  550  4，3  14，465  3，266  22．6  1，707  11．8  17，665  3，盟3  20．3  806  4，6  21．312  3．888  18．2  1．文治  6．1  24，827  4，468  18．0  2，569  10．3  24．460  4371  17．9  1，924  7．9   

指定訪問入谷介護事業  2，760  436  15．8  116  4．2  2，858  831  29．1  312  10．9  2．967  847  28．5  99  3，3  3．糾3  701  23．0  184  6．0  3，〔旧2  717  23．9  292  9．7  2．850  612  21．5  204  7．2   

指定訊問看護事業  8，464  417  4．9  171  2．0  8，824  1，161  13．2  513  5．8  8．821  1，168  13．2  168  1．9  8．748  1，133  13．0  221  2．5  8，643  1．228  14．2  517  6．0  8，568  1，124  13．1  475  5．5   

指定訪問ノ／ゼリテ】七っニ．事業  1，813  27  1．5  2  0．1  1，9引  128  6．5  3  0．2  2．022  76  3．8  5  0．2  1．998  88  4．4  7  0．4  2，010  73  3．6  7  0．3  1，999  99  5．0  6  0．3   

指定居宅療脚旨導事業  14，654  33  0．2  2  0．0  16，293  154  0．9  4  0．0  16．595  107  0．6  2  0．0  16．546  157  0．9  23  0．1  16，454  134  0．8  21  0．1  16，552  148  0．9  4  0．0   

指定通所介護事業  8．218  1．597  19．4  496  6．0  9，634  3，057  31．7  1．126  11．7  11．538  3，523  30．5  1．149  10．0  14．016  3，6∝）  26．3  714  5．1  16，876  4，288  25．4  1，593  9．4  19．059  4536  23．8  1．367  7．2   

指定適所ノ／、どリテ泊二．事業  5．184  1．170  22．6  449  8．7  5，391  1，865  34．6  928  17．2  5．834  1，769  30．3  953  16．3  5，987  1，823  30．4  467  7．8  6，188  1，762  28．5  634  10．2  6．090  1，721  28．3  599  9．8   

手跡斤生舌介護事業  4．659  1．493  32．0  206  4．4  4，951  2，288  46．2  736  14．9  5．246  Z417  46．1  396  7．5  5，549  2，5（石  45．1  朋9  8．1  5，896  2，588  43．9  587  10．0  6，108  Z468  40．4  691  11．3   

指定短期入所療養介護事業  6，257  1．4（B  22．4  296  4．7  6，186  2，103  34．0  683  11．0  6，771  Z（冶9  31．0  593  8．8  6，810  2．〔l均  30．1  450  6．6  6，820  1，973  28．9  553  8．1  6．392  1，819  28，5  512  8．0   

指定痴呆対応型共同生活介終業  815  227  27．9  46  5．6  1，617  979  60．5  57  3．5  2．961  958  32．4  156  5．3  4，842  1．4〔B  29．0  1亜  3．1  6，480  3．171  48．9  492  7．6  7．別）8  乙測  31．7  752  9．5   

指定特定施設入所者生活憎事案  275  78  28．4  37  13．5  358  110  30．7  31  8．7  548  162  29．6  29  5．3  807  180  22．3  33  4．1  1，247  228  18．3  172  ほ8  1，655  322  19，5  181  10．9   

指定福祉用具貸与事業  4，382  363  8．3  150  3．4  5，650  742  13．1  635  11．2  6，961  1．（D7  14．5  438  6．3  8．（：樹）  1，脱  13．2  357  4，4  8，925  1．167  13．1  868  9．7  8，526  1．131  13．3  618  7．2   

指定居宅介護支援事業  21，733  Z287  10．5  1，139  5．2  23，119  4．860  21，0  乙≦裕4  12．8  25，582  5，249  20．5  2，3≡氾  9．2  28，240  5，7∝I  20．5  3，507  12．4  30．951  6．115  19．8  4．679  15．1  30，719  5．522  18．0  Z343  7．6   

居宅系サーゼス／」せ十  92，〔冷0  11．252  12．2  3，6（沿  4．0  101．327  21．514  21．3  9，699  9．6  113，511  22．965  20．2  7，144  6．3  125，988  24．467  19．4  7．865  6．2  138，319  27。912  20．2  12．984  9．4  1亜，886  26．382  18．7  9．676  6．9   

合 計  103．225  15．548  15．1  4．778  4．6  112．9（刀  27．172  24．1  11，501  10．2  125，392  28．389  22．6  8，978  7．2  138，114  30．176  21．8  9，665  7．0  1！氾．744  33ノ402  22．2  15．糾5  10．0  152，822  31．670  20．7  11ノ375  7，4   

（注1）指定訪問看護事業、指定訪問リハビリテーション事業、指定居櫛封捌こ係る対象数lよ介言鮒寸費実態調査（各年4月審  
査分、但し、平成12年度l坪成13年5月審査分）のデータを使用してし嶋。  

（注2）平成17年度矧こついてlよ確定値ではなしセめ、今後、変動があり得る。  5   



介 護 保 険 施 設 等 に 対 す る 指 導 監 ＝瞥 事 務 実 施 人 員 調（平 成 20年1月 4 日 現 在）   

1・細 舎計  

指導監査担 当 職員 数  

専 任   兼 務   計   

本庁 職 員   300   6．415   6，715   

出 先 機 関 職 員   83   仁960   2，043   

計   J O、j  1  0，J／J  1  8．758t   

2・都 道 府 県 計  

指導監査担当職単数  

専 任   兼 務   計   

都道 府 県 本庁   171   463   634   

都道府 県 の 出 先 機 関   83   1．704   1．787   

舌十   254   2，167   2，421   

3・指 定 都 市 計  

持軋監査壌∴ぎ職息散 

専 任   兼1疲 軒   

指定都市本庁   46   150   196   

指定都市の由先機関  196   196   

計   46   346   392   

4・中 核 市 計  

徴諷思∴考｛超  

専 寿ノ、庸  軒 

ヰl核 市 本庁   42   361  403   

中核市の掛隼機関  60  60   

計  42   421  463   

5・市 町 村 計  

凍結躯轟     単級厳談 

専潅 寮∴讃 撥 

市町村  ビ 41   5，253  5，294   

広域連合・一癖阜商銀こ吏  188  188   

計   41   5，441  5，482   
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都道府県指導監査担当職員数  

看T  

看l）1星川寸 県石  本   JT    こエ ラセ機関       専 任  兼 務  合 計  専 任  兼 務  合 計   専 任   兼 務   合 計   

1／   322   3こぅ9   

8   8  37   37  45   45   
岩手県  7   7  33   33  40   40   

北海道   23   23  99   99  122   122   
3   8   肝  jO   iO   3   j8   21   

山形県  8  8    33  33  41   41   

福島県   6   2   8   51   52   7   53   60   
茨城県   9   24   33  128   128  9  152  161   
栃木県  皿   Ⅷ  27   27  38   38   
群馬県  4   4  27   27  31   31   
埼玉県   4   20   24  4   20   24   

干葉県  10   10  51   51  61   61   

東京都   36  36  36  36   
神奈川県   6   22   28   14   80   94   20   102   122   

新潟県   7   n   8  7   口   8   

富山県  13   13  13   13   
石川県   5   12   17  20   20   5   32   37   

福井県   3   6   9  61   61   3   67   70   
山梨県  8   8  26   26  34   34   

長野県  13   13  43   43  56   56   

岐阜県  10   10  33   33  43   43   

静岡県  9   9   2   19   21   2   28   30   
愛知県   5   8   13  111   111   5   119   124   
三重県   9   9   18  9  9  18   
滋賀県  6   6  74   74  80   80   
京都府  7   7  42   42  49   49   

大阪府   29   17   46  29   17   46   
兵庫県  6   6  63   63  69   69   

奈良県   4   9   13  4   9   13   
和歌山県   2  10  12  30   2  40  42   

鳥取県  5  5    22   27   27   

島根県  28   28  28   28   

岡山県   10   口   Ⅷ   40   3   43   50   4   54   
広島県   5   口   6  49   49   5   50   55   
山口 県   2   9   11  40   40   2   49   51   

徳島県  7   7  4   4  11   Ⅷ   

香川県   6   口   7   10   12   22   16   13   29   

愛媛県  18   18  34   34  52   52   
高知県   7   3   10  7   3   10   

福岡県  27   27  32   32  59   59   
佐賀県  8   8  8  8   
長崎県   3   16   19  3   16   19   
熊本県  10O  10  10   10  20   20   

大分県   6   口   7  6   n   7   

宮崎県  8   8  53   53  61   61   

鹿児島県   3   8   11  30   30   3   38   41   
沖縄県  6   6  10   10  16   16   
i育l符県計   l／1 4ヒi3 634 83   1＿／U4 1＿／8／l   2b4  2＿16／1     2＿421   
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市 町 村 指 導 監 査 担 当 職 員 数（ 都 道 府 県 別）  

指  導  監  査  担  当  職  員  数  広 域 連 合・一 部 事 務 組 合  
都 道 府 県 名  市 町 村 数  

専  任  兼  務  団 体 数  合  計  構 成 市 町 村 数  

177   

3  （11）   558  559   
138  139   

4  （14）  山  王●   

129  129   
2   （5）  83  83   

116  116   
135  135   

44  7  143  150   
30  104  104   
38  147  147   
68   口   （3）   3  282  285   
54  180  180   
62  17  270  287   
29  125  125   
34  103  103   
14   3   （9）  28  28   
18  95  95   
17   口   （2）   66  67   
28  95  95   
80   3   （17）  56  56   
41   3   （9）   5  15  20   
40  136  136   
59   口   （4）  158  158   
29   3   （7）  97  97   
26  76  77   
25  89  89   
39   ロ   （3）  149  149   
39  191  191   
38  1  130  131   
29  73  73   
19   口  （3）   43  44   
21   4   （12）  47  47   
25  90  90   
21  99  99   
21  89  90   
24   口   （2）  69  69   
16  55  55   
19  76  77   
33   ロ   （5）  98  98   
64   （39）   n    126           127   
20   3   （16）  39  39   
22   口   （3）  70  70   
47  124  124   
17  49  49   
29  112  112   
45  154  154   
41   1：  （28）      45            45   

l 市 田丁 不寸 含 言十   l   1＿768 38！ （192）  41 5＿441 5．482 
※ 市 町 村 教 は、1月  4日 時 点 の 各 都 道 府 県 の 市 区 町 村 教    か ら、指 定郡 市、   中 核 市 を 除 い た 教 で あ る   
※（）内 の 構 成 市 町 村 数 は、市 町 村 数 の 内 数であ る  
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